
４ 譲渡者決定
面談時にお聞きした内容をもとに、譲渡者を決定します。

譲渡が決定した方へのみ、お電話で連絡をいたしますので、予めご了承

ください。

※ご希望に添えなかった場合でも、受講（動画視聴）から３年以内であれば、

他の犬猫へのお申込みは可能となります。
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